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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年４月１０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年１２月１日（日） ０６時５７分ごろ 

発生場所 広島県江田島市西能美島北方の奈佐美瀬戸 

 江田島市所在の中ノ瀬灯標から真方位１２４°３８０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１６.１′ 東経１３２°２２.７′） 

事故調査の経過  平成２５年１２月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広

島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート ＯＯＴＡ
オ オ タ

、５トン未満 

   ２７３―７１１５広島、個人所有 

 ６.３４ｍ（Lr）×２.３５ｍ×１.１６ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、８４.５８kＷ、平成５年１０月 

Ｂ プレジャーボート ゆきなみ３、１.１トン 

   ２７０－４６４００広島、個人所有 

   ６.５５ｍ（Lr）×１.９６ｍ×０.５１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５４.５０kＷ、平成２０年７月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４６歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６２年９月２５日 

    免許証交付日 平成２４年７月２３日 

           （平成２９年９月２４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７５歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年８月１３日 

    免許証交付日 平成２１年１月２７日 

           （平成２６年３月２９日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷外板に亀裂、操舵室が破損 

Ｂ 船首部手すりに曲損、船底外板に擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、奈佐美瀬戸

において、平成２５年１２月１日０６時５５分ごろ、釣りを開始した
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場所に戻るため、船長Ａが、左舷船尾に中腰で立ち、船外機のハンド

ルレバ－を操作して西進を始めたところ、間もなく、プレジャーボー

ト（以下「Ｃ船」という。）がＡ船の前方１０ｍ付近を右舷方から左

舷方に高速で通過したので、引き波に伴う船体の動揺を抑えるために

一時的に機関を中立としたが、その後、約２～３ノットに増速した。 

船長Ａは、奈佐美瀬戸を西進中、右舷船尾約４５°の方向５０ｍ付

近にＡ船に向けて接近するＢ船に気付き、衝突の危険を感じたので、

Ｂ船に向けて大声で叫んで避航を促すとともに、左舵一杯を取って減

速したが、Ｃ船が通過して３０秒程度経過した０６時５７分ごろＡ船

の右舷中央部とＢ船の船首部とが衝突した。 

Ａ船は、Ｂ船にえい
．．

航されて広島市西区所在のマリーナに到着後、

本事故を知った同マリーナ関係者が海上保安部へ通報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、広島市中区所在のマリーナから

奈佐美瀬戸に向けて航行中、船長Ｂが、同瀬戸の目的地に近づいたの

で、前方から視線を外して釣り具の準備を行っていたところ、準備を

始めて数十秒～１分程度経過した頃、Ｂ船がＡ船と衝突した。 

船長Ｂは、衝突に気付いて衝突場所に戻り、Ａ船の状況及びＡ船乗

船者の安全を確認し、船長Ａの要請を受け、広島市西区所在のマリー

ナに向けてＡ船のえい
．．

航を行った。 

 船長Ｂは、口唇裂傷及び顔面打撲を負った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

日出時刻：０６時５８分（日出方位角 １１６°） 

 その他の事項 Ａ船は、釣りを開始した場所に戻るために航行を始めて衝突するま

での移動距離が約１５０ｍであった。 

船長Ａは、周囲が明るくなって日出が近いことを知り、周囲に見え

た他船が消灯を始めたので、航行を始める際に白色全周灯及び両舷灯

を消灯した。 

Ａ船及びＢ船は、乗船者全員が救命胴衣を着用していた。 

Ａ船及びＢ船は、汽笛がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、奈佐美瀬戸を西進中、船長Ａが、右舷船尾方約５０ｍにＢ

船が接近して気付いたことから、発声し、左舵一杯を取ったものの、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、Ｃ船がＡ船の前方１０ｍ付近を右舷方から左舷方に通過

したので、引き波に伴う船体の動揺を抑えようとし、機関の操作を行
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っていたことから、右舷船尾方約５０ｍにＢ船が接近して気付いた可

能性があると考えられる。 

Ｂ船は、奈佐美瀬戸を南南西進中、船長Ｂが、操縦席に座った状態

で前方から視線を外して釣りの準備を行っていたことから、Ａ船に気

付かず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、奈佐美瀬戸において、Ａ船が西進中、Ｂ船が南南

西進中、船長Ａが右舷船尾方約５０ｍにＢ船が接近して気付き、ま

た、船長Ｂが前方から視線を外して釣りの準備を行っていたため、両

船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・周囲の見張りを適切に行うこと。 

 ・日没から日出までの間は海上衝突予防法に定める灯火を表示する

こと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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（平成２５年１２月１日

０６時５７分ごろ発生） 
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